
旭医大達第66号 

令和7年5月21日 

 

 旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

旭川医科大学長  西 川 祐 司   

 

 

旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程の一部を改正する規程 

 

 旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程（平成16年旭医大達第38号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を，同表左

欄（「改正後」欄）のように改正する。 

※下線部分は改正箇所を示す。 

改正後 現行 

○旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練等規程 ○旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程 

（略） （略） 

第1章 総則  

（趣旨） （趣旨） 

第1条 旭川医科大学病院（以下「本院」という。）における外国医

師及び外国歯科医師の臨床修練及び臨床教授等（以下「臨床修練等」

という。）については，外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法

第十七条等の特例等に関する法律（昭和62年法律第29号。以下「法」

という。）その他の法令に定めるもののほか，この規程の定めると

ころによる。 

第1条 旭川医科大学病院（以下「本院」という。）における外国医

師及び外国歯科医師の臨床修練については，外国医師等が行う臨床

修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（昭和62年法

律第29号。以下「法」という。）その他の法令に定めるもののほか，

この規程の定めるところによる。 

（定義） （定義） 

第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1) 外国医師等 法第2条第1号及び第2号に規定する外国医師又は

外国歯科医師をいう。 

(1) 外国医師等 法第2条第1号及び第2号に規定する外国医師又は

外国歯科医師をいう。 



(2) 臨床修練外国医師等 法第3条第1項の許可を受けた外国医師

等をいう。 

(2) 修練医等 法第3条第1項の許可を受けた外国医師等をいう。 

(3) 臨床教授等外国医師 法第21条の3第1項の許可を受けた外国

医師等をいう。（新設） 

 

(4) 臨床修練指導医等 法第8条の規定に基づき選任された医師又

は歯科医師をいう。 

(3) 指導医等 法第8条の規定に基づき選任された医師又は歯科医

師をいう。 

(5) 臨床教授等責任者 法第21条の4の規定に基づき選任された医

師又は歯科医師をいう。（新設） 

 

（委員会） （委員会） 

第3条 本院に旭川医科大学病院臨床修練等委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

第3条 本院に旭川医科大学病院臨床修練委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

（審議事項等） （審議事項等） 

第4条 委員会は，臨床修練等の実施状況の把握に努めるほか，次に

掲げる事項を審議する。 

第4条 委員会は，臨床修練の実施状況の把握に努めるほか，次に掲

げる事項を審議する。 

(1) 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師の受入体制の整

備計画，受入計画及び臨床修練等計画の策定に関すること。 

(1) 修練医等の受入体制の整備計画，受入計画及び臨床修練計画の

策定に関すること。 

(2) 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師の受入れの決定

に関すること。 

(2) 修練医等の受入れの決定に関すること。 

(3) その他臨床修練等に関すること。 (3) その他臨床修練に関すること。 

（略） （略） 

第2章 臨床修練  

（受入許可等） （受入許可等） 

第11条 臨床修練指導医等は，臨床修練外国医師等を受入れようとす

る場合は，あらかじめ当該診療科長等の同意を得て，臨床修練許可

申請書（別記様式第1号）に臨床修練計画書を添えて病院長に提出

するものとする。 

第11条 指導医等は，外国医師等を修練医等として受入れようとする

場合は，あらかじめ当該診療科長等の同意を得て，臨床修練許可申

請書（別記様式第1号）に臨床修練計画書を添えて病院長に提出す

るものとする。 

2 病院長は，臨床修練指導医等から前項に定める申請書等の提出が 2 病院長は，指導医等から前項に定める申請書等の提出があったと



あったときは，委員会の議を経て，受入れを承諾する。 きは，委員会の議を経て，受入れを承諾する。 

3 厚生労働大臣から法第4条第1項に定める臨床修練許可証の交付を

受けた臨床修練外国医師等は，当該許可証の写しを臨床修練指導医

等を通じて速やかに病院長に提出しなければならない。 

3 厚生労働大臣から法第4条第1項に定める臨床修練許可証の交付を

受けた外国医師等は，当該許可証の写しを指導医等を通じて速やか

に病院長に提出しなければならない。 

4 病院長は，前項に定める臨床修練許可証の写しの提出を受けたと

きは，当該許可証の有効範囲内で，受入れを許可する。 

4 病院長は，前項に定める臨床修練許可証の写しの提出を受けたと

きは，当該許可証の有効範囲内で，受入れを許可する。 

5 病院長は，前項により受入れを許可したときは，臨床修練外国医

師等を受入れる診療科長等に通知するものとする。 

5 病院長は，前項により受入れを許可したときは，外国医師等を受

入れる診療科長等に通知するものとする。 

（臨床修練指導医等の選任等） （指導医の選任等） 

第12条 学長は，臨床修練指導医等の選任又は解任に関し必要な事項

を，病院長に委任するものとする。 

第12条 学長は，指導医等の選任又は解任に関し必要な事項を，病院

長に委任するものとする。 

2 病院長は，前条第2項の規定に基づき，臨床修練外国医師等の受入

れを許可したときは，当該臨床修練外国医師等ごとに臨床修練指導

医等を置くものとする。 

2 病院長は，前条第2項の規定に基づき，修練医等の受入れを許可し

たときは，当該修練医等ごとに指導医等を置くものとする。 

3 臨床修練指導医等は，当該診療科長等の推薦に基づき病院長が選

任するものとする。 

3 指導医等は，当該診療科長等の推薦に基づき病院長が選任するも

のとする。 

4 当該診療科長等は，臨床修練指導医等の推薦に当たり，臨床修練

指導医等推薦書（別記様式第2号）を病院長に提出するものとする。 

4 当該診療科長等は，指導医等の推薦に当たり，指導医等推薦書（別

記様式第2号）を病院長に提出するものとする。 

5 臨床修練指導医等となることができる者は，次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

5 指導医等となることができる者は，次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

(1) 教授，准教授，講師又は助教の職にある者で，医師又は歯科医

師の資格を有する者 

(1) 教授，准教授，講師又は助教の職にある者で，医師又は歯科医

師の資格を有するもの 

(2) 臨床修練を実地に指導監督するに当たり，支障のない程度に当

該臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し，及び使用する能

力を有する者 

(2) 臨床修練を実地に指導監督するに当たり，支障のない程度に当

該修練医等が使用する言語を理解し，及び使用する能力を有する

者 

(3) 臨床修練の指導監督について十分な識見を有する者 (3) 臨床修練の指導監督について十分な識見を有する者 

（臨床修練指導医等の職務等） （指導医等の職務等） 

第13条 臨床修練指導医等は，臨床修練に際して，常時，実地の指導 第13条 指導医等は，臨床修練に際して，常時，実地の指導及び監督



及び監督に当たるものとする。 に当たるものとする。 

2 臨床修練指導医等は，臨床修練を行う上で問題が生じたとき又は

生じるおそれがあると認められるときは，直ちに当該診療科長等及

び病院長に報告しなければならない。 

2 指導医等は，臨床修練を行う上で問題が生じたとき又は生じるお

それがあると認められるときは，直ちに当該診療科長等及び病院長

に報告しなければならない。 

（臨床修練の制限） （臨床修練の制限） 

第14条 臨床修練において臨床修練外国医師等は，処方せんの交付及

び指導医等の指示に基づかない医療行為は行ってはならない。 

第14条 臨床修練において修練医等は，処方せんの交付及び指導医等

の指示に基づかない医療行為は行ってはならない。 

（規則の遵守） （規則の遵守） 

第15条 臨床修練外国医師等は，旭川医科大学の諸規則を守らなけれ

ばならない。 

第15条 修練医等は，旭川医科大学の諸規則を守らなければならな

い。 

（臨床修練の中止等） （臨床修練の中止等） 

第16条 病院長は，臨床修練が次の各号の一に該当するときは，委員

会の議を経て，当該臨床修練を中止又は受入れを取り消すことがで

きる。 

第16条 病院長は，臨床修練が次の各号の一に該当するときは，委員

会の議を経て，当該臨床修練を中止又は受入れを取り消すことがで

きる。 

(1) 事故等が発生したとき又は発生のおそれがあると認められる

とき。 

(1) 事故等が発生したとき又は発生のおそれがあると認められる

とき。 

(2) 臨床修練外国医師等が法第6条に定める許可の取消条件に該当

すると認められるとき。 

(2) 修練医等が法第6条に定める許可の取消条件に該当すると認め

られるとき。 

(3) 臨床修練指導医等が法第10条に定める認定の取消しを受けた

とき。 

(3) 指導医等が法第10条に定める認定の取消しを受けたとき。 

(4) その他継続することが適当でないと認められるとき。 (4) その他継続することが適当でないと認められるとき。 

（臨床修練外国医師等の給与） （修練医等の給与） 

第17条 臨床修練期間中の臨床修練外国医師等が行う診療に対して

は，報酬を支給しない。 

第17条 臨床修練中の修練医等が行う診療に対しては，報酬を支給し

ない。 

（損害賠償等） （損害賠償等） 

第18条 臨床修練外国医師等は，本人の故意又は過失により，医療過

誤を生じさせた場合又は施設，設備等を損傷させた場合は，法令の

第18条 修練医等は，本人の故意又は過失により，医療過誤を生じさ

せた場合又は施設，設備等を損傷させた場合は，法令の定めるとこ



定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。 ろにより損害賠償等の責任を負うものとする。 

（報告） （報告） 

第19条 臨床修練指導医等は，毎年4月10日までに，前年度に実施し

た臨床修練の実施状況報告書（別記様式第3号）を病院長に提出す

るものとする。ただし，年度途中で終了した臨床修練については，

速やかに提出するものとする。 

第19条 指導医等は，毎年4月10日までに，前年度に実施した臨床修

練の実施状況報告書（別記様式第3号）を病院長に提出するものと

する。ただし，年度途中で終了した臨床修練については，速やかに

提出するものとする。 

（臨床修練証明書） （臨床修練証明書） 

第20条 病院長は，臨床修練を行った臨床修練外国医師等のうち十分

な成果を挙げた者に対し，委員会の審査を経て，厚生労働大臣の証

明を添えて臨床修練証明書を交付するものとする。 

第20条 病院長は，臨床修練を行った修練医等のうち十分な成果を挙

げた者に対し，委員会の審査を経て，厚生労働大臣の証明を添えて

臨床修練証明書を交付するものとする。 

 

第3章 臨床教授等 

 

（受入許可等）  

第21条 臨床教授等責任者は，臨床教授等外国医師を受入れようとす

る場合は，あらかじめ当該診療科長等の同意を得て，臨床教授等許

可申請書（別記様式第4号）に臨床教授計画書を添えて病院長に提

出するものとする。（新設） 

 

2 病院長は，臨床教授等責任者から前項に定める申請書等の提出が

あったときは，委員会の議を経て，受入れを承諾する。 

 

3 厚生労働大臣から法第21条の7第1項で準用する法第4条第1項に定

める臨床教授等許可証の交付を受けた臨床教授等外国医師は，当該

許可証の写しを臨床教授等責任者を通じて速やかに病院長に提出

しなければならない。 

 

4 病院長は，前項に定める臨床教授等許可証の写しの提出を受けた

ときは，当該許可証の有効範囲内で，受入れを許可する。 

 

5 病院長は，前項により受入れを許可したときは，臨床教授等外国

医師を受入れる診療科長等に通知するものとする。 

 

（臨床教授等責任者の選任等）  



第22条 学長は，臨床教授等責任者の選任又は解任に関し必要な事項

を，病院長に委任するものとする。（新設） 

 

2 病院長は，前条第2項の規定に基づき，臨床教授等外国医師の受入

れを許可したときは，当該臨床教授等外国医師ごとに臨床教授等責

任者を置くものとする。 

 

3 臨床教授等責任者は，当該診療科長等の推薦に基づき病院長が選

任するものとする。 

 

4 当該診療科長等は，臨床教授等責任者の推薦に当たり，臨床教授

等推薦書（別記様式第5号）を病院長に提出するものとする。 

 

5 臨床教授等責任者となることができる者は，次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

 

(1) 教授，准教授，講師又は助教の職にある者で，医師又は歯科医師

の資格を有する者 

 

(2) 臨床教授等外国医師を受入れるに当たり，支障のない程度に臨床

教授等外国医師が使用する言語を理解し，及び使用する能力を有す

る者 

 

(3) 臨床教授等外国医師の受入れに関する業務を統括管理する者と

して必要な能力及び経験を有する者 

 

（臨床教授等責任者の職務等）  

第23条 臨床教授等責任者は，臨床教授等外国医師又は外国歯科医師

の受入れに関する業務を統括管理するものとする。（新設） 

 

2 臨床教授等責任者は，臨床教授等を行う上で問題が生じたとき又

は生じるおそれがあると認められるときは，直ちに当該診療科長等

及び病院長に報告しなければならない。 

 

（規則の遵守）  

第24条 臨床教授等外国医師は，旭川医科大学の諸規則を守らなけれ

ばならない。（新設） 

 

（臨床教授等の中止等）  



第25条 病院長は，臨床教授等が次の各号の一に該当するときは，委

員会の議を経て，当該臨床教授等を中止又は受入れを取り消すこと

ができる。（新設） 

 

(1) 事故等が発生したとき又は発生のおそれがあると認められると

き。 

 

(2)  臨床教授等外国医師が法第21条の7第1項で準用する法第6条に

定める許可の取消条件に該当すると認められるとき。 

 

(3)  臨床教授等責任者が法第21条の5に定める認定の取消しを受け

たとき。 

 

(4) その他継続することが適当でないと認められるとき。  

（臨床教授等外国医師の給与）  

第26条 臨床教授等期間中の臨床教授等外国医師が行う診療に対し

ては，報酬を支給しない。（新設） 

 

（損害賠償等）  

第27条 臨床教授等外国医師は，本人の故意又は過失により，医療過

誤を生じさせた場合又は施設，設備等を損傷させた場合は，法令の

定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。（新設） 

 

（報告）  

第28条 臨床教授等責任者は，毎年4月10日までに，前年度に実施し

た臨床教授等の実施状況報告書（別記様式第6号）を病院長に提出

するものとする。ただし，年度途中で終了した臨床教授等について

は，速やかに提出するものとする。（新設） 

 

 

第4章 雑則 

 

（雑則） （雑則） 

第29条 この規程に定めるもののほか，臨床修練等に関し必要な事項

は，病院長が別に定める。 

第21条 この規程に定めるもののほか，臨床修練に関し必要な事項

は，病院長が別に定める。 

（略） （略） 



附 則  

この規程は，令和7年5月21日から施行する。  

別記様式第1号（第11条関係） 別記様式第1号（第11条関係） 

別記様式第2号（第12条関係） 別記様式第2号（第12条関係） 

別記様式第3号（第19条関係） 別記様式第3号（第19条関係） 

別記様式第4号（第21条関係）（新設）  

別記様式第5号（第22条関係）（新設）  

別記様式第6号（第28条関係）（新設）  

 

 【改正理由】 

臨床教授等外国医師の受入れにあたり，所要の改正を行うものであ

る。 

 

 

 



（新） 

 
別記様式第1号(第11条関係) 

 

臨 床 修 練 許 可 申 請 書 

 

年  月  日    

 

  旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名            

科 長 等            

臨床修練指導医等            

 

  下記の者を，臨床修練外国医師等として本院において指導したいので，許可願います。 

 

記 

 

 1 氏 名 

 2 国 籍 

 3 生年月日・性別     年  月  日(  歳)男・女 

 4 期 間       年  月  日～  年  月  日 

 5 修練期間中の滞在費 

   ア) 自費 

   イ) その他(     ) 



（旧） 
 

別記様式第1号(第11条関係) 

 

臨 床 修 練 許 可 申 請 書 

 

年  月  日    

 

  旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名            

科 長 等            

指 導 医 等            

 

  下記の者を，臨床修練医として本院において指導したいので，許可願います。 

 

記 

 

 1 氏 名 

 2 国 籍 

 3 生年月日・性別     年  月  日(  歳)男・女 

 4 期 間       年  月  日～  年  月  日 

 5 修練期間中の滞在費 

   ア) 自費 

   イ) その他(     ) 



（新） 

別記様式第2号（第12条関係） 

 

臨床修練指導医等推薦書 

 

  年  月  日 

 

 

 旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名             

科 長 等             

 

 旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練等規程第１２条第４項の規定に基

づき，下記の者を臨床修練指導医等として推薦しますので，選任いただきますよう，よろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

臨 床 修 練 指 導 医 等 

職 ・ 氏 名 
  

臨 床 修 練 指 導 分 野   

 

 【備考】 

  以下の書類を添付してください。 

  １．被推薦者が，臨床修練を実地に指導監督するに当たり，支障のない程度に当該臨

床修練外国医師等が使用する言語を理解し，及び使用する能力を有することを証明

する書類（科長等の申立書等）。 

  ２．被推薦者が，臨床修練の指導監督について十分な識見を有することを証明する書

類（被推薦者の経歴書等）。 

 



（旧） 
 

別記様式第2号（第12条関係） 

 

指導医等推薦書 

 

令和  年  月  日 

 

 

 旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名             

科 長 等             

 

 旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程第１２条第４項の規定に基づ

き，下記の者を指導医等として推薦しますので，選任いただきますよう，よろしくお願い

いたします。 

 

記 

 

指 導 医 等 職 ・ 氏 名   

臨 床 修 練 指 導 分 野   

 

 【備考】 

  下記の書類を添付してください。 

  １．被推薦者が，臨床修練を実地に指導監督するに当たり，支障のない程度に当該修

練医等が使用する言語を理解し，及び使用する能力を有することを証明する書類（科

長等の申立書等）。 

  ２．被推薦者が，臨床修練の指導監督について十分な識見を有することを証明する書

類（被推薦者の経歴書等）。 

 



（新） 

別記様式第3号(第19条関係) 

 

臨 床 修 練 の 実 施 状 況 報 告 書 

 

年  月  日   

 

  旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名           

科 長 等           

                      臨床修練指導医等           

 

  以下のとおり臨床修練を実施したことを報告します。 

臨 床 修 練 

外国医師等 

氏 名   

国 籍   

期 間 年  月  日～    年  月  日  

臨床修練指導医等氏名   

臨 床 修 練 指 導 分 野   

臨 床 修 練 証 明 書 

交 付 希 望 の 有 無 

※ この欄は，臨床修練終了時のみ記入する。 

 (注) 1 記載については，臨床修練外国医師等1人1枚とする。 

    2 臨床修練を修了している場合は，「臨床修練指導内容」「臨床修練外国医師等

の帰国年月日(未定の場合はその理由)」を別紙(A4用紙)に記載し，論文・発表原

稿を添えて提出すること。 

    3 翌年度の4月10日までに提出すること。 



（旧） 
 

別記様式第3号(第19条関係) 

 

臨 床 修 練 の 実 施 状 況 報 告 書 

 

年  月  日   

 

  旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名           

科 長 等           

指 導 医 等           

 

  下記のとおり臨床修練を実施したことを報告します。 

臨床修練医 

氏 名   

国 籍   

期 間 年  月  日～    年  月  日  

臨床修練指導医氏名   

臨床修練指導分野   

臨 床 修 練 証 明 書

交 付 希 望 の 有 無 

※ この欄は，臨床修練終了時のみ記入する。 

 (注) 1 記載については，臨床修練医・歯科医1人1枚とする。 

    2 臨床修練を修了している場合は，「臨床修練指導内容」「臨床修練者の帰国年

月日(未定の場合はその理由)」を別紙(A4用紙)に記載し，論文・発表原稿を添え

て提出すること。 

    3 4月10日までに提出すること。 



（新） 
 

別記様式第4号(第21条関係) 

 

臨 床 教 授 等 許 可 申 請 書 

 

年  月  日    

 

  旭川医科大学病院長 殿 

 

診 療 科 等 名           

科 長 等            

臨床教授等責任者            

 

  下記の者を，臨床教授等外国医師として本院において受け入れたいので，許可願いま

す。 

 

記 

 

 1 氏 名 

 2 国 籍 

 3 生年月日・性別     年  月  日(  歳)男・女 

 4 期 間       年  月  日～  年  月  日 

 5 期間中の滞在費 

   ア) 自費 

   イ) その他(     ) 



（新） 
 

別記様式第5号（第22条関係） 

 

臨床教授等責任者推薦書 

 

  年  月  日 

 

 

 旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名             

科 長 等             

 
 旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練等規程第２２条第４項の規定に基

づき，下記の者を臨床教授等責任者として推薦しますので，選任いただきますよう，よろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

職 ・ 氏 名   

専 門 分 野   

 

 【備考】 

  以下の書類を添付してください。 

  １．被推薦者が，臨床教授等外国医師を受け入れるに当たり，支障のない程度に当該

臨床教授が使用する言語を理解し，及び使用する能力を有することを証明する書類

（科長等の申立書等）。 

  ２．被推薦者が，臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する

業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有することを証明する書類（被

推薦者の経歴書等）。 

 



（新） 
 

別記様式第6号(第28条関係) 

 

臨 床 教 授 等 の 実 施 状 況 報 告 書 

 

年  月  日   

 

  旭川医科大学病院長 殿 

 

診療科等名           

科 長 等           

臨床教授等責任者           

 

  以下のとおり臨床教授等を実施したことを報告します。 

臨床教授等 

外 国 医 師 

氏 名   

国 籍   

期 間 年  月  日～    年  月  日  

臨床教授等責任者 

氏 名 
  

臨床教授等専門分野   

 (注) 1 記載については，臨床教授等外国医師1人1枚とする。 

    2 翌年度の4月10日までに提出すること。 


